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一
、
問
題
の
提
起

幕
末
の
思
想
家
佐
久
間
象
山
（
一
八
一
一
〜
一
八
六
四
）
は
、『
喪
礼
私
説
』
と
い
う
論
説
を
著
し
て
い
る
。
こ
れ
は
象
山
が
文
久
元
年
（
一

八
六
一
）
母
荒
井
氏
の
逝
去
を
き
っ
か
け
に
、
朱
熹
の
『
家
礼
』
の
「
喪
礼
」（
以
下
「
家
礼
喪
礼
」）
に
基
づ
い
て
、
日
本
の
喪
葬
祭
礼
を
も

参
考
に
し
た
上
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、「
成
服
」
項
は
三
十
項
目
か
ら
な
る
『
喪
礼
私
説
』
の
喪
礼
次
第
の
一
項
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
喪
礼
私
説
』

全
文
紙
幅
の
四
分
の
一
ほ
ど
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
象
山
は
文
久
二
年
幕
府
宛
上
書
の
中
で
、
喪
服
の
制
度
を
正
す
こ
と
を
通
し
て

「
孔
孟
の
正
道
」
の
核
心
で
あ
る
「
孝
道
」
を
明
ら
か
に
し
、
教
化
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
際
に
、
著
作
『
喪
礼
私
説
』
の
「
成

服
」
項
を
抜
き
出
し
て
幕
府
の
上
覧
に
供
し
、
採
択
さ
れ
る
よ
う
に
願
っ
た（

1
）。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
佐
久
間
象
山
『
喪
礼
私
説
』
の
中
の
「
成
服
」
一
項
を
通
し
て
、
象
山
の
幕
藩
制
に
お
け
る
秩
序
観
に
つ
い
て
考

察
を
行
い
た
い
。

佐
久
間
象
山
に
お
け
る
幕
藩
制
的
秩
序
観
の
一
考
察

― 『
喪
礼
私
説
』
の
「
成
服
」
項
に
着
目
し
て
―
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二
、
象
山
が
主
張
す
る
日
本
の
喪
服
様
式
、
成
服
時
期
及
び
﹁
受
服
﹂
の
礼

周
知
の
通
り
、
中
国
の
喪
服
制
度
は
時
代
に
よ
っ
て
多
少
の
変
化
が
行
わ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
喪
服
の
種
類
と
喪
服
期
間
に
よ
り
、
斬

衰
三
年
、
斉
衰
三
年
、
大
功
九
月
、
小
功
五
月
、
緦
麻
三
月
を
内
容
と
し
た
五
服
制
度
と
し
て
整
っ
て
い
る
。
服
喪
者
は
死
者
と
の
血
縁

の
親
疎
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
種
類
の
喪
服
を
着
る
が
、
血
縁
が
親
し
い
ほ
ど
、
着
る
喪
服
は
生
地
が
粗
末
で
、
裾
を
縫
っ

て
い
な
か
っ
た
り
前
後
が
繋
が
ら
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
な
ど
き
ち
ん
と
加
工
し
て
お
ら
ず
、
深
い
悲
し
み
の
た
め
身
な
り
を
整
え
る
余

裕
が
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。「
家
礼
喪
礼
」
の
「
成
服
」
項
も
こ
の
五
服
制
度
を
継
承
し
て
い
る
。
服
喪
期
間
の
こ
と
は
次
節
に
譲

り
、
本
節
で
は
象
山
が
中
国
の
古
礼
を
参
照
に
し
な
が
ら
考
え
た
日
本
喪
服
の
様
式
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。

そ
も
そ
も
中
国
の
場
合
、
成
服
に
は
衣
（
上
半
身
に
つ
け
る
服
）、
裳
（
下
半
身
に
つ
け
る
服
）
と
い
っ
た
服
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
冠
、
首
絰
、

腰
絰
、
絞
帯
、
杖
、
屨
な
ど
身
の
回
り
に
つ
け
る
部
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
象
山
は
「
本
朝
に
経
（
絰
の
誤
り
か
、

筆
者
）
帯
の
制
な
し
と
雖
も
、
初
終
の
時
常
服
を
易
へ
、
今
ま
た
真
の
喪
服
に
改
む
れ
ば
、
同
じ
く
成
服
と
云
ふ
べ
し
。
い
ま
こ
な
た
の
士

大
夫
、
常
に
冠
を
冠
す
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
唯
衣
服
の
み
を
改
む
る
な
り
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
〇
頁
）
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
象
山

は
日
本
の
風
習
に
合
わ
せ
て
冠
・
絰
・
帯
な
ど
の
項
目
を
省
略
し
て
「
成
服
」
の
内
容
を
衣
服
の
み
に
し
た
の
で
あ
る
。

象
山
が
主
張
す
る
喪
服
の
様
式
は
、
具
体
的
に
は
「
士
大
夫
は
上
下
、
医
師
茶
道
の
た
ぐ
ひ
は
十
徳
、
そ
の
以
下
は
羽
織
袴
」（『
私
説
』、

「
成
服
」、
三
〇
頁
）
と
い
っ
た
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
応
じ
た
従
来
様
式
の
も
の
で
あ
っ
て
、
象
山
は
喪
に
備
え
て
新
し
い
様
式
の

喪
服
を
考
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
喪
服
の
素
材
に
つ
い
て
、
象
山
は
「
喪
の
重
き
軽
き
に
従
ひ
」、「
そ
の
粗
細
生
熟
の
序
は
、

一
等
の
親
に
は
、
極
め
て
麤
な
る
生
麻
布
、
二
等
の
親
に
は
次
等
の
粗
布
、
三
等
の
親
に
は
あ
ら
き
熟
布
、
四
等
の
親
に
は
稍
細
や
か
な

る
熟
布
、
五
等
の
親
に
は
細
や
か
な
る
熟
布
を
用
ふ
べ
し
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
四
頁
）
と
し
、
死
者
と
の
血
縁
の
遠
近
に
よ
っ
て
喪
服
を

五
等
に
設
け
、
服
喪
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
着
用
す
べ
き
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
象
山
は
中
国
の
五
服
制
度
を
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模
倣
し
、
喪
が
重
い
ほ
ど
喪
服
の
生
地
を
粗
末
に
し
、
五
服
制
度
に
お
け
る
血
縁
の
親
疎
に
よ
っ
た
社
会
秩
序
を
重
視
す
る
面
を
継
承
し

な
が
ら
も
、
日
本
の
風
習
を
考
慮
し
て
喪
服
の
基
本
様
式
を
日
本
従
来
の
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。

「
成
服
」
の
時
期
に
つ
い
て
、「
家
礼
喪
礼
」
で
は
「
大
斂
之
明
日
、
死
之
第
四
日
」（「
家
礼
喪
礼
」、「
成
服
」）
と
す
る
。
象
山
も
「
斂
棺

の
後
な
る
べ
し
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
〇
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
象
山
が
考
え
て
い
る
斂
の
時
期
が
「
家
礼
喪
礼
」
の
そ
れ
と
違
う
た
め
、

成
服
の
時
期
も
異
な
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
家
礼
喪
礼
」
は
死
の
二
日
目
に
小
斂
（
死
者
の
衣
を
着
換
え
さ
せ
る
）、
三
日
目
に
大
斂

（
棺
に
納
め
る
）
を
行
う
が
、
象
山
は
暑
月
に
遺
体
が
腐
敗
し
た
ら
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
や
死
者
に
と
っ
て
恥
と
な
る
と
考
え
て
い
た

た
め
、
死
を
確
認
で
き
た
ら
悲
し
み
を
忍
ん
で
す
ぐ
に
斂
棺
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る（

2
）。
ま
た
、
斂
に
つ
い
て
も
日
本
の
「
殊
に
簡
易

を
尚
ぶ
の
俗
」（『
私
説
』、「
襲
斂　

入
棺
」、
二
五
頁
）
に
随
っ
て
一
回
の
み
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
象
山
は
「
前
日
棺
に
斂
め
て
、
そ
の
あ
く

る
日
葬
を
送
ら
む
と
な
ら
ば
、
そ
の
葬
の
日
の
黎
明
に
服
を
成
し
て
可
な
り
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
〇
頁
）
と
述
べ
た
よ
う
に
、「
成
服
」
の

時
期
を
送
葬
日
、
す
な
わ
ち
二
日
目
の
黎
明
と
し
て
い
る
の
で
あ
る（

3
）。

こ
こ
ま
で
見
た
象
山
の
主
張
は
未
だ
『
家
礼
』
の
作
法
を
逸
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、
象
山
は
中
国
古
礼
に
あ
る
「
受

服
」
の
礼
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
家
礼
』
と
異
な
る
面
を
表
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
象
山
は
「
古
礼
に
受
服
て
ふ
こ
と
あ

り
。
三
月
過
ぎ
て
卒
哭
の
祭
を
為
す
時
に
至
り
、
初
喪
よ
り
服
せ
し
服
に
受
け
て
、
別
服
を
服
す
る
こ
と
な
り
。
た
と
へ
ば
、
服
三
升
の

も
の
は
、
受
く
る
に
六
升
を
も
て
し
、
四
升
の
も
の
は
、
受
く
る
に
七
升
を
も
て
す
る
類
是
な
り
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
二
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。「
受
服
」
と
は
『
礼
記
』
に
見
ら
れ
る
「
三
月
に
し
て
葬
る
」（「
三
月
而
葬
」、『
礼
記
』
巻
三
「
檀
弓
上
」）
後
、
虞
祭
を
経
て
「
卒
哭
」

の
吉
礼
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
喪
祭
の
凶
礼
と
入
れ
替
わ
り
（「
卒
哭
を
成
事
と
曰
う
。
是
の
日
や
、
吉
祭
を
以
て
喪
祭
に
易
う
。」（「
卒
哭
曰
成
事
。
是

日
也
、
以
吉
祭
易
喪
祭
。」）、『
礼
記
』
巻
四
「
檀
弓
下
」）、
そ
の
際
大
功
以
上
は
受
服
を
つ
け
、「
斬
衰
三
升
、
既
に
虞
卒
哭
し
て
、
受
く
る
に
成

布
六
升
を
以
て
す
。
冠
は
七
升
。
母
の
為
に
疏
衰
四
升
、
受
く
る
に
成
布
七
升
を
以
て
す
。
冠
は
八
升
。」（「
斬
衰
三
升
、
既
虞
卒
哭
、
受
以
成

布
六
升
。
冠
七
升
。
為
母
疏
衰
四
升
、
受
以
成
布
七
升
。
冠
八
升
。」、『
礼
記
』
巻
三
十
七
「
間
傳
」）
に
従
っ
て
、
衣
服
の
生
地
を
非
常
に
粗
い
麻
か
ら
や
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や
細
か
い
布
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る（

4
）。
し
か
し
、「
家
礼
喪
礼
」
に
は
「
受
服
」
の
礼
が
見
え
ず
、
単
に
成
服
後
小
祥
（
喪
後
十
三
か
月
）
に

「
練
服
」（
絹
服
）
を
並
べ
、
大
祥
（
喪
後
二
十
五
か
月
）
に
「
禫
服
」（
服
喪
が
終
わ
る
と
き
に
着
る
服
）
を
並
べ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
象
山
が

「
然
る
に
唐
の
開
元
礼
、
明
の
集
礼
会
典
に
至
る
ま
で
、
練
服
禫
服
の
制
は
見
ゆ
れ
ど
、
受
服
の
制
遂
に
見
え
ず
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
三

頁
）
と
言
っ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

「
受
服
」
の
礼
が
中
国
で
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
象
山
は
「
古
礼
壊
れ
し
よ
り
、
道
釈
の
七
々
、
百
日
の
期
を
用
ひ
、
衰
麻

を
釈
き
去
り
て
平
常
の
素
服
に
換
へ
、
受
服
を
制
す
る
も
の
絶
え
て
な
き
も
の
か
ら
、
も
ろ
〳
〵
礼
を
議
す
る
の
家
も
、
ま
た
そ
の
時
俗

に
因
り
て
受
服
の
説
に
及
ば
ざ
り
し
な
る
べ
し
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
三
頁
）
と
考
え
、
す
な
わ
ち
、
古
礼
が
崩
壊
し
た
と
こ
ろ
を
仏
教
作

法
が
間
隙
を
突
い
て
流
行
り
は
じ
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
服
制
殊
に
詳
な
ら
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
三
頁
）
ざ
る
日
本

に
お
い
て
、
象
山
は
「
受
服
」
の
礼
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
受
服
」
の
服
に
つ
い
て
、
象
山
は
「
諸
書
に
、
凡
そ
喪
に
遭
ひ
ぬ
る
も
の
、
貴
賤
と
な
く
、
藤
衣
を
著
し
こ
と
を
の
す
（
中
略
）
藤
ご

ろ
も
は
、
異
朝
に
て
墨
衰
と
い
ふ
も
の
な
り
。
墨
衰
は
、
晋
の
襄
公
が
凶
服
も
て
戎
に
従
は
れ
し
時
に
始
ま
り
、
後
世
喪
に
居
て
出
入
事

を
治
む
る
も
の
、
権
に
従
つ
て
服
す
る
所
な
り
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
三
〜
三
四
頁
）
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
典
拠
に
、
藤
衣
を
「
假
満
の
受

服
と
な
す
べ
し
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
受
服
」
に
も
象
山
は
五
等
を
設
け
、「
一
等
の
親
に
あ
ら
き
熟
布
、
二

等
三
等
の
親
に
や
ゝ
細
や
か
な
る
熟
布
、
四
等
五
等
の
親
に
細
や
か
な
る
熟
布
な
る
べ
し
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
四
頁
）
と
す
る
よ
う
に
、

五
等
の
親
以
外
は
す
べ
て
「
成
服
」
時
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
一
段
生
地
の
細
か
い
素
材
を
用
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
は
象
山
が
『
礼
記
』「
受
服
」
の
趣
旨
を
受
け
継
い
で
い
な
が
ら
も
、『
礼
記
』
の
大
功
以
下
受
服
を
つ
け
な
い
と
こ
ろ
と
違
っ
て
、
藤

衣
の
着
用
に
よ
っ
て
五
等
級
の
服
喪
に
全
て
受
服
の
礼
を
設
け
、
礼
を
通
し
て
秩
序
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。「
受
服
」
の
時
期
に
つ
い
て
、
象
山
は
「
假
満
」（
服
喪
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
休
暇
が
明
け
る
）
と
し
て
い
る
が
、

服
喪
期
間
と
か
か
わ
る
た
め
次
節
で
検
討
し
た
い
。
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三
、
象
山
に
お
け
る
幕
府
服
忌
令
の
訂
正
構
想
︱
﹁
擬
請
訂
正
服
制
図
﹂

江
戸
時
代
で
は
服
喪
期
間
は
幕
府
の
服
忌
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
、
一
定
範
囲
の
親
族
が
五
等
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
親
族
に
対
す

る
服
と
忌
と
の
両
方
の
日
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
服
の
ほ
う
は
中
国
の
五
服
制
度
に
、
忌
の
ほ
う
は
日
本
古
代
律
令
の
中

に
あ
る
「
假
寧
令
凡
職
事
官
遭
父
母
喪
並
解
官
」
條
、
つ
ま
り
哀
悼
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
休
暇
制
度
に
起
源
し
て
い
る
。
江
戸
幕
府
服

忌
令
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
の
制
定
か
ら
数
回
の
改
正
を
経
て
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
確
立
し
た
と
見
ら
れ
、
ま
た
、
服
忌
令
は
形

式
的
な
空
文
で
は
な
く
、
現
実
に
服
忌
令
の
施
行
を
め
ぐ
っ
て
諸
大
名
や
幕
臣
か
ら
頻
繁
に
幕
府
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
幕
府
も
服
忌

令
を
通
し
て
親
族
関
係
を
秩
序
づ
け
、
幕
藩
制
秩
序
を
間
接
的
に
増
強
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る（

5
）。

服
喪
期
間
に
つ
い
て
、
象
山
は
主
に
令
（
大
宝
令
）
と
幕
府
服
忌
令
（
以
下
服
忌
令
）
と
に
基
づ
い
て
中
国
の
五
服
制
度
を
も
参
考
し
な
が

ら
、
新
た
な
服
忌
制
度
を
考
え
て
い
た
。
象
山
が
令
と
服
忌
令
を
手
本
に
選
ん
だ
理
由
は
、
彼
の
五
服
制
度
に
お
け
る
三
年
の
喪
の
か
わ

り
に
令
と
服
忌
令
に
お
い
て
一
年
の
喪
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
考
え
方
に
由
来
す
る
。
三
年
の
喪
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
象
山
は

そ
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。

三
年
の
喪
を
至
重
と
し
て
、
期
の
喪
こ
れ
に
次
ぎ
、
九
月
五
月
三
月
の
喪
ま
た
こ
れ
に
次
ぐ
。
恩
あ
り
、
理
あ
り
、
節
あ
り
、
権
あ

り
、
具
さ
に
礼
経
に
載
せ
て
、
学
士
大
夫
世
々
こ
れ
を
守
る
。
重
と
い
ふ
べ
し
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
周
の
代
、
夷
厲
の
時
に
あ

た
り
て
、
時
人
す
で
に
三
年
の
喪
を
行
ふ
こ
と
能
は
ず
。
毛
詩
の
檜
風
素
冠
の
詩
を
読
み
て
知
る
べ
し
。
そ
の
他
、
春
秋
伝
及
び
孟

子
の
書
に
於
て
、
当
時
服
制
の
定
め
な
き
を
見
る
。
漢
の
世
に
至
り
て
も
、
文
帝
短
喪
の
詔
あ
り
し
よ
り
、
そ
の
代
を
終
る
ま
で
四

百
年
の
間
、
よ
く
三
年
の
服
を
全
う
せ
し
は
三
四
人
に
過
ぎ
ず
。
唐
代
に
及
び
て
は
、
遂
に
日
を
も
て
再
期
の
月
に
易
へ
、
二
十
七

日
に
し
て
至
重
の
喪
を
除
く
に
至
れ
り
。
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
ら
ず
や
。（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
六
頁
）

こ
の
記
述
か
ら
、
象
山
は
斬
衰
三
年
、
斉
衰
三
年
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
服
喪
期
間
は
人
情
的
に
も
礼
儀
的
に
も
制
度
的
に
も
妥
当
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で
あ
っ
て
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
現
実
で
は
古
く
周
の
時
代
か
ら
三
年
の
喪
が
き
ち
ん
と
守
ら
れ
な
く
な
り
、

漢
に
及
ん
で
ほ
ぼ
完
全
に
守
ら
れ
ず
、
唐
に
至
っ
て
さ
ら
に
軽
減
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
態
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
嘆
か
わ
し
く
思
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
令
に
お
い
て
三
年
の
喪
（
再
期
）
の
代
わ
り
に
一
年
の
喪
（
期
、
十
三
か
月
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

対
し
て
、
象
山
は
賛
成
の
意
を
表
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

文
武
天
皇
の
大
宝
中
に
律
令
を
定
め
さ
せ
給
ひ
し
時
、
至
重
の
喪
を
期
に
断
た
し
め
、
次
は
五
月
、
次
は
三
月
、
次
は
一
月
、
次
は

七
日
、
こ
れ
を
も
て
衰
斉
・
大
小
功
・
緦
麻
の
制
に
準
へ
、
給
假
の
日
数
を
も
定
め
給
ひ
き
。
君
父
の
至
尊
を
も
期
の
喪
と
定
め
給

ひ
し
を
、
三
年
の
喪
あ
る
に
比
す
れ
ば
、
薄
し
と
も
申
す
べ
け
れ
ど
、
こ
は
中
古
聖
人
の
、
中
人
の
情
に
も
と
づ
き
、
あ
め
つ
ち
の

変
に
象
り
、
四
時
の
化
に
法
り
て
定
め
給
ひ
し
制
な
れ
ば
、
も
と
よ
り
い
ろ
ひ
た
て
ま
つ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
か
つ
再
期
の
制
を
存

し
て
守
る
も
の
な
か
ら
む
よ
り
は
、
む
し
ろ
一
期
の
制
を
定
め
て
、
天
下
億
兆
の
民
を
し
て
悉
く
こ
れ
に
よ
ら
し
む
る
に
し
か
じ
。

（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
六
〜
三
七
頁
）

つ
ま
り
、
令
は
中
国
の
五
服
制
度
を
模
倣
し
て
、
斬
衰
三
年
、
斉
衰
三
年
、
大
功
九
月
、
小
功
五
月
、
緦
麻
三
月
と
い
っ
た
服
の
期
間

を
そ
れ
ぞ
れ
一
年
、
五
月
、
三
月
、
一
月
に
短
縮
さ
せ
、
さ
ら
に
休
暇
の
日
数
も
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
象
山
は
、
三
年
の

喪
と
比
べ
れ
ば
一
年
の
喪
が
服
喪
期
間
が
縮
ん
で
哀
悼
の
情
が
薄
れ
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
一
年
の
喪
で
も
一
年
中
四
季
の
転
換
を
は

じ
め
天
地
に
変
化
が
あ
る
の
で
、
も
と
か
ら
自
然
的
規
律
に
相
応
し
い
定
め
な
の
で
あ
る
と
考
え（

6
）、
三
年
の
喪
の
よ
う
な
耐
え
が
た
い
規

定
よ
り
は
、
む
し
ろ
適
度
に
一
年
の
喪
を
設
け
、
服
喪
者
を
き
ち
ん
と
守
ら
せ
た
ほ
う
が
よ
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
象
山
は
服
忌
期
間
に
つ
い
て
五
服
制
度
の
三
年
の
喪
を
取
り
入
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
服
忌
の
親
族
範
囲
に
つ
い

て
は
、
彼
は
「
喪
服
小
記
」
の
「
親
を
親
と
す
る
は
、
三
を
以
て
五
と
為
し
、
五
を
以
て
九
と
為
す
。
上
殺
・
下
殺
・
旁
殺
し
て
親
畢
く
。」

（「
親
親
、
以
三
為
五
。
以
五
為
九
。
上
殺
下
殺
旁
殺
而
親
畢
矣
。」、『
礼
記
』
巻
十
五
「
喪
服
小
記
」）
と
い
う
原
則
に
対
し
て
「
そ
の
義
理
甚
だ
深
し
」（『
私

説
』、「
成
服
」、
三
八
頁
）
と
称
賛
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
「
本
朝
大
宝
に
定
め
ら
れ
し
令
、
喪
服
給
る
假
の
文
、
甚
だ
略
し
て
備
は
ら
ず
。
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当
代
元
禄
に
頒
た
れ
し
所
も
、
多
く
は
大
宝
令
に
依
準
せ
ら
れ
し
と
は
見
ゆ
れ
ど
、
こ
れ
を
礼
経
に
考
ふ
る
に
、
そ
の
義
理
を
尽
さ
ざ
る

も
の
す
く
な
か
ら
ず
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
九
頁
）
と
言
い
、
假
寧
・
葬
喪
令（
7
）と
服
忌
令
と
の
不
備
を
指
摘
し
、「
服
忌
令
の
増
訂
を
乞
は

む
と
す
る
志
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
四
一
頁
）
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
前
述
し
た
象
山
の
「
受
服
」
に
関
す
る

主
張
を
見
れ
ば
、
要
す
る
に
服
と
假
（
忌
）
の
期
間
中
に
喪
服
を
つ
け
、
假
が
明
け
れ
ば
藤
衣
を
つ
け
て
服
の
期
間
を
過
ご
す
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
象
山
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
服
忌
制
度
を
考
え
て
い
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
象
山
が
考
え
た
服
忌
制
度
を
令
と
服
忌
令
と

を
比
較
す
る
と
、
文
末
の
【
表
1　

服
忌
比
較
表
】
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
表
1
に
沿
い
な
が
ら
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

【
表
1
】
に
よ
れ
ば
、
令
と
幕
府
服
忌
令
の
親
族
欄
を
見
る
限
り
で
は
、
多
少
の
違
い
が
あ
っ
て
も
、
服
忌
令
は
ほ
ぼ
令
の
親
族
範
囲
を

踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
象
山
の
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
四
三
〜
五
〇
頁
）
に
な
る
と
、
親
族
範
囲
が

拡
大
さ
れ
た
こ
と
が
一
見
明
瞭
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
こ
の
服
忌
親
族
の
範
囲
か
ら
考
察
し
た
い
。

象
山
は
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」
に
お
い
て
、
割
注
の
「
補
」
で
令
と
服
忌
令
に
な
い
親
族
を
示
し
て
い
る
。【
表
1
】
に
よ
れ
ば
、
そ
れ

は
「
服
一
月
、
假
十
日
」
と
「
服
七
日
、
假
三
日
」
の
最
下
二
等
の
親
族
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
親
族
は
前
三
等

の
親
族
と
比
べ
れ
ば
、
や
や
疎
遠
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
象
山
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」
の
親
族
を
本
族
・
外
姻
・

妻
の
三
種
類
に
分
け
て
分
析
し
て
み
る（

8
）。

①
本
族
の
服
忌
に
つ
い
て
、
象
山
が
新
た
に
服
忌
対
象
内
に
付
け
加
え
た
親
族
を
【
図
1　

服
忌
親
族
図
】
に
お
い
て
表
示
す
る
。【
図

1
】
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
象
山
は
服
忌
親
族
の
範
囲
を
五
服
制
度
に
沿
っ
て
拡
大
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
服
忌
令
の
直
系
以
外

の
親
族
に
対
す
る
服
忌
が
己
系
・
父
系
・
祖
系
の
三
系
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
異
な
っ
て
、
曽
祖
系
・
高
祖
系
の
五
系
ま
で
に
広
が
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
前
述
し
た
「
喪
服
小
記
」
の
「
以
三
為
五
、
以
五
為
九
。
上
殺
下
殺
旁
殺
而
親
畢
」
の
原
則
に
従
っ

た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
服
忌
令
で
は
夫
の
父
母
を
は
じ
め
と
す
る
夫
方
親
族
が
妻
の
た
め
の
服
忌
が
な
い
と
い
う
片
服
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忌
と
な
っ
て
い
る
が
、「
擬
請
訂
正
服
制
図
」
で
は
こ
の
規
則
が
見
ら
れ
ず
、「
嫡
婦
」（
服
三
月
、
假
二
十
日
）、「
庶
婦
、
嫡
孫
婦
」（
と
も
に

服
一
月
、
假
十
日
）、「
昆
弟
子
婦
、
孫
婦
」（
と
も
に
服
七
日
、
假
三
日
）
に
よ
り
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
夫
方
親
族
が
妻
の
た
め
に
も
服
忌
す
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
象
山
は
親
族
の
範
囲
に
つ
い
て
そ
の
ま
ま
五
服
制
度
を
援
用
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
五
服
制
度
に
あ
る
「
族
曽
祖

母
」、「
族
曽
姑
」、「
族
祖
母
」、「
族
祖
姑
」、「
従
祖
母
」、「
族
母
」、「
兄
弟
之
孫
婦
」、「
従
父
兄
弟
之
子
婦
」
ら
の
服
忌
親
族
を
服
忌
の

対
象
外
と
し
、
五
服
制
度
と
の
相
違
を
示
し
て
い
る
。

②
外
姻
の
服
忌
に
つ
い
て
、
象
山
は
基
本
的
に
服
忌
令
の
親
族
範
囲
を
継
承
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
服
忌
令
で
は
妻
の
父
母
に
対
し
て

服
忌
が
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
象
山
は
「
服
七
日
、
假
三
日
」
と
し
て
最
も
軽
い
服
忌
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
は
五
服
制
度
に
お

け
る
妻
の
父
母
に
対
し
て
最
も
軽
い
緦
麻
三
月
の
服
を
つ
け
る
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

③
妻
の
服
忌
に
つ
い
て
象
山
は
ま
た
服
忌
親
族
の
範
囲
を
拡
大
し
た
。
服
忌
令
で
は
妻
の
服
忌
は
「
夫
」（
服
十
三
月
、
忌
三
十
日
）
と
「
夫

之
父
母
」（
服
百
五
十
日
、
忌
三
十
日
）
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
象
山
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」
で
は
「
夫
」
と
「
夫
之
父
母
」
以
外
、「
夫

之
曽
祖
父
母
、
夫
之
諸
祖
父
、
夫
之
諸
祖
姑
（
出
嫁
無
服
）、
夫
之
伯
叔
父
母
、
夫
之
姉
妹
、
娣
姒
婦
、
夫
之
兄
弟
之
子
、
夫
之
兄
弟
之
子

婦
」（
と
も
に
服
七
日
、
假
三
日
）
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
夫
之
父
母
」
に
対
し
て
も
従
来
の
百
五
十
日
の
服
を
五
月
の
服
に

ま
で
そ
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
あ
る
（
忌
の
期
間
は
不
変
）。

次
に
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」
の
服
忌
期
間
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
象
山
は
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」
に
お
い
て
割
注
の
「
今
進
め
て
（
或

い
は
降
し
て
）
此
に
在
り
」（「
今
進
〔
降
〕
在
此
」）
と
し
て
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
令
と
服
忌
令
と
に
あ
る
同
じ
服
忌
親
族
に
対
し
て

も
服
忌
期
間
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
変
更
項
目
を
見
る
限
り
で
は
、「
進
」
す
な
わ
ち
も
と
よ
り
重
い
服
忌
に
改
変
さ
れ
る
箇
所
が
多

い
。
そ
れ
は
「
嫡
母
、
継
母
」（
と
も
に
服
一
月
か
ら
服
一
年
へ
）、「
夫
之
父
母
、
嫡
子
」（
と
も
に
服
三
月
か
ら
服
五
月
へ
）、「
継
父
同
居
者
、
衆

子
、
嫡
孫
」（
と
も
に
服
一
月
か
ら
服
三
月
へ
）、「
従
父
兄
弟
姉
妹
、
衆
孫
、
兄
弟
之
子
」（
と
も
に
服
七
日
か
ら
服
一
月
へ
）
の
十
項
目
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、「
降
」
す
な
わ
ち
も
と
よ
り
軽
い
服
忌
に
改
変
さ
れ
た
の
は
、「
出
妻
之
子
」（
服
一
年
か
ら
服
五
月
へ
）
と
「
庶
子
為
父
後
者
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為
其
母
」（
服
一
年
か
ら
服
三
月
へ
）
の
二
項
目
の
み
で
あ
る
。

こ
の
中
で
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
実
方
親
族
に
対
す
る
象
山
の
捉
え
方
で
あ
る
。「
庶
子
為
父
後
者
為
其
母
（
庶
子
で
父
の
後
継
ぎ
と
な
る

人
は
そ
の
母
の
た
め
に
服
喪
す
る
場
合
）」
が
「
降
」
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
象
山
は
実
方
親
族
を
さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
と
言
え
よ

う
。
そ
も
そ
も
幕
府
服
忌
令
で
は
「
半
減
」
制
度（
9
）を

設
け
て
い
な
が
ら
も
、
実
父
母
と
の
間
だ
け
は
、
養
子
相
続
・
出
嫁
を
は
じ
め
、
い

ず
れ
の
場
合
も
半
減
さ
れ
ず
定
式
の
服
忌
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
象
山
の
場
合
、
彼
は
「
凡
そ
男
人
の
後
と
為
る
者
は
、
本
生
親

属
の
為
に
服
す
れ
ば
、
期
皆
半
を
減
ず
。
其
の
父
母
と
雖
も
然
ら
ざ
る
無
し
。」（「
凡
男
為
人
後
者
、
為
本
生
親
属
服
、
期
皆
減
半
。
雖
其
父
母
無
不

然
。」、『
私
説
』、「
成
服
」、
四
四
頁
）
と
し
、
ま
た
「
凡
そ
姑
姉
妹
女
子
子
出
で
嫁
す
る
者
は
、
其
の
本
宗
の
親
の
為
に
服
す
れ
ば
、
期
皆
半
を

減
ず
。
父
母
と
雖
も
然
ら
ざ
る
無
し
。」（「
凡
姑
姉
妹
女
子
子
出
嫁
者
、
為
其
本
宗
之
親
服
、
期
皆
減
半
。
雖
父
母
無
不
然
。」、『
私
説
』、「
成
服
」、
四
五
頁
）

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
相
続
養
子
・
出
嫁
で
あ
れ
ば
実
父
母
に
対
す
る
服
忌
も
半
減
さ
れ
る
と
言
っ
て
い
る
。
象
山
の
こ
の
主
張
は
五
服

制
度
の
「
出
入
」
原
則）
₁₀
（

を
参
考
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
象
山
は
令
と
服
忌
令
と
を
土
台
に
一
年
の
喪
を
最
も
重
い
服
忌
と
し
た
服
忌
制
度
の
構
図
を
描
い

て
い
な
が
ら
、
中
国
の
五
服
制
度
を
参
考
に
服
忌
の
親
族
範
囲
を
五
系
ま
で
に
拡
大
し
、
ま
た
具
体
的
な
服
忌
期
間
を
延
長
し
、
五
服
の

「
出
入
」
制
度
に
忠
実
に
従
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
象
山
が
こ
の
よ
う
に
「
服
制
を
訂
正
」
す
る
の
は
、「
治
道
を
隆
く
し
、
薄
俗

を
敦
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
九
頁
）
く
す
る
た
め
で
あ
り
、「
天
下
の
人
を
し
て
親
親
の
道
を
知
ら
し
む
る
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
四
〇
頁
）
た

め
で
あ
る
。

四
、﹁
擬
請
訂
正
服
制
図
﹂
の
作
成
意
図
か
ら
み
る
象
山
の
秩
序
観

前
述
し
た
よ
う
に
、
象
山
は
服
忌
令
の
「
本
宗
五
等
の
親
に
於
て
、
そ
の
服
な
き
も
の
す
で
に
半
に
、
昆
弟
の
子
、
従
父
昆
弟
姉
妹
、
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及
び
衆
孫
の
服
、
七
日
に
過
ぎ
ざ
る
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
四
〇
頁
）
こ
と
に
対
し
て
「
訂
正
」
を
し
た
。
そ
れ
は
彼
が
「
い
ま
世
の
人
情
日

に
薄
き
に
趨
く
。
薄
き
を
救
ふ
の
道
厚
き
を
も
て
す
る
に
し
く
は
な
し
。
さ
れ
ば
人
心
の
安
か
ら
ざ
る
所
は
、
天
理
の
あ
る
所
に
求
め
、

聖
人
の
経
に
折
衷
し
て
更
定
あ
ら
ま
ほ
し
き
も
の
な
り
」（
同
前
）
と
い
う
考
え
方
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
象
山
は
人
情

浅
薄
の
原
因
を
人
心
の
不
安
定
さ
に
求
め
、
人
心
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
は
、
聖
人
の
経
典
に
お
け
る
具
体
的
な
礼
作
法
を
折
衷
摂
取
し

て
、
日
本
従
来
の
作
法
を
修
正
・
更
訂
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
『
礼
記
』
に
は
服
に
対
し
て
「
服
術
六
有
り
。
一
に
曰
く
親
を
親
む
、
二
に
曰
く
尊
を
尊
ぶ
、
三
に
曰
く
名
、
四
に
曰
く
出

入
、
五
に
曰
く
長
幼
、
六
に
曰
く
服
に
従
う
。」（「
服
術
有
六
。
一
曰
、
親
親
。
二
曰
、
尊
尊
。
三
曰
、
名
。
四
曰
、
出
入
。
五
曰
、
長
幼
。
六
曰
、
従
服
。」、

『
礼
記
』
巻
十
六
「
大
伝
」）
と
い
う
原
則
が
書
か
れ
て
い
る
。
象
山
は
こ
の
原
則
に
拠
り
な
が
ら
、
服
忌
令
を
逐
一
検
証
・
確
認
し
、『
礼
記
』

の
原
則
に
符
合
し
な
い
と
こ
ろ
を
訂
正
の
対
象
と
し
た
。
前
述
し
た
「
半
減
」
制
度
に
対
す
る
象
山
の
主
張
は
、「
出
入
」
原
則
の
み
な
ら

ず
、「
尊
尊
」
原
則
を
も
反
映
し
、
象
山
は
相
続
養
子
服
忌
の
半
減
せ
ざ
る
こ
と
に
対
し
て
「
父
を
厳
に
す
る
の
訓
に
於
て
缺
く
る
を
あ
る

に
似
た
り
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
四
二
頁
）
と
言
い
、
同
じ
出
嫁
服
忌
の
半
減
せ
ざ
る
こ
と
に
対
し
て
「
一
に
従
ふ
の
制
闕
け
て
尊
を
弐
す
る

に
嫌
は
し
」（
同
前
）
と
指
摘
し
て
い
る）

₁₁
（

。

こ
の
よ
う
な
象
山
の
捉
え
方
は
、
中
国
五
服
制
度
に
お
け
る
身
分
地
位
の
尊
卑
貴
賤
を
標
準
と
す
る
原
則
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
江
戸
時
代
の
家
父
長
制
の
延
長
線
に
据
え
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
象
山
は
「
半
減
」
の
服
忌
制
度
を
認
め
な
が

ら
も
、
実
父
母
を
「
半
減
」
制
度
の
対
象
か
ら
外
し
た
幕
府
従
来
の
服
忌
令
と
異
な
っ
て
、
五
服
制
度
の
原
則
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
通

し
て
、
相
続
養
子
の
実
父
母
に
対
す
る
服
忌
ラ
ン
ク
を
養
父
母
よ
り
降
下
さ
せ
、
血
縁
よ
り
も
家
督
秩
序
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い

る
。
幕
藩
制
国
家
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
養
子
制
度
の
下
で
、
象
山
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
幕
藩
制
的
秩
序
を
増
強
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
幕
府
服
忌
令
に
あ
る
「
穢
之
事
」
関
連
の
項
目
に
つ
い
て
象
山
は
ほ
ぼ
触
れ
て
い
な
い）

₁₂
（

こ
と
か
ら
も
、
彼
の
意
図
は
服
忌
親
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族
を
通
し
て
尊
卑
親
疎
の
秩
序
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
象
山
が
「
別
し
て
皇
国
に
於
て
は
、

貴
賤
尊
卑
之
等
、
殊
に
厳
な
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
深
意）
₁₃
（

」
を
維
持
し
、
幕
藩
制
的
秩
序
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
際
、
彼
の
意
図
が
五
服
制
度

に
お
け
る
貴
賤
親
疎
を
通
し
て
倫
理
社
会
の
秩
序
を
立
て
る
と
い
う
秩
序
観
と
合
致
し
た
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
、
象
山
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」
の
中
に
「
君
（
服
一
年
、
假
五
十
日
）」
と
い
う
幕
府
服
忌
令
に
な
い
「
君
」
服
忌
が
見
ら
れ
る
。
こ

れ
は
令
を
継
承
し
た
も
の
で
も
あ
る
が
、
象
山
は
五
服
制
度
の
「
尊
尊
」
原
則
を
述
べ
る
際
も
、「
諸
侯
の
旁
期
を
絶
ち
給
ふ
と
、
大
夫
の

降
服
あ
る
と
を
聞
か
ざ
れ
ば
、
貴
を
貴
ぶ
の
道
に
於
て
遺
す
と
こ
ろ
あ
り
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
四
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
紙
幅
の
関
係
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
象
山
の
君
臣
観
と
結
び
付
け
て
ま
た
別
稿
を
設
け
て
論
じ
た
い
。

※ 

本
稿
で
用
い
た
史
料
の
書
誌
は
次
の
通
り
。『
増
訂
象
山
全
集
』
…
信
濃
教
育
会
編
、
信
濃
毎
日
新
聞
、
一
九
三
四
年
（『
喪
礼
私
説
』
は
巻
二
に
収
録
、
引

用
時
『
私
説
』
と
略
称
）。『
家
礼
』
…
『
朱
子
全
書　

修
訂
本
７
』
所
収
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。『
礼
記
』
…
『
漢
文
大
系　

第
十
七
巻
（
普

及
版
）』、
服
部
宇
之
吉
評
点
、
冨
山
房
、
一
九
九
二
年
。
引
用
に
当
た
っ
て
は
適
宜
字
体
と
句
読
点
を
改
め
た
。

注

（
1
） 

上
書
原
文
「
教
へ
導
き
候
に
孔
孟
の
正
道
を
以
て
し
候
と
申
内
、
第
一
に
孝
道
を
先
と
仕
度
、
孝
道
を
先
と
仕
候
に
は
第
一
に
喪
服
の
制
度
を
被　
レ

為　
レ
正
候
事
、
其
大
本
と
奉　
レ
存
候
。（
中
略
）
喪
服
に
付
候
て
は
聊
か
拙
著
も
御
座
候
。（
中
略
）
拙
著
喪
礼
私
説
制
服
之
条
、
録
出
奉　
レ
入　
二

御
覧　
一

候
。

御
熟
覧
の
上
御
採
択
も
被　
二

成
下　
一

候
は
ば
、
天
下
幸
甚
の
義
と
奉　
レ
存
候
」（「
時
政
に
関
す
る
幕
府
宛
上
書
稿
」、『
日
本
思
想
大
系
55
』、
岩
波
書
店
、

一
九
七
一
年
、
三
一
三
頁
）。

（
2
） 

「
暑
月
な
ど
三
日
待
ち
な
む
と
す
る
あ
ひ
だ
に
、
そ
の
尸
腐
敗
し
て
臭
気
座
に
満
ち
、
人
を
し
て
厭
悪
せ
し
む
る
に
至
ら
む
に
は
、
そ
の
親
を
恥
か

し
む
る
の
罪
逭
れ
が
た
し
（
中
略
）
真
死
と
知
り
な
ば
、
そ
の
哀
痛
を
忍
び
て
、
と
く
造
棺
を
命
じ
、
そ
の
尸
の
臭
を
起
こ
さ
ゞ
ら
む
さ
き
に
、
斂

棺
せ
ま
ほ
し
き
な
り
」（『
私
説
』、「
襲
斂　

入
棺
」、
二
八
〜
二
九
頁
）。

（
3
） 

た
だ
し
、
送
葬
日
に
つ
い
て
象
山
は
ま
た
「
送
葬
の
日
を
寛
く
し
て
そ
の
こ
ゝ
ろ
を
致
す
べ
し
」（『
私
説
』、「
襲
斂　

入
棺
」、
二
九
頁
）
と
言
い
、

死
後
す
ぐ
に
斂
棺
し
て
死
者
に
対
す
る
哀
悼
が
十
分
に
尽
く
し
き
れ
な
い
場
合
、
送
葬
の
日
を
伸
ば
し
て
悲
し
み
を
表
し
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
し
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た
が
っ
て
、
象
山
が
考
え
て
い
る
送
葬
日
は
一
般
的
に
は
死
の
二
日
目
と
な
る
が
、
二
日
目
以
降
の
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
場

合
で
も
「
成
服
」
は
送
葬
日
の
黎
明
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
と
見
て
よ
い
。

（
4
） 

な
お
、
大
功
以
上
の
場
合
で
も
、
殤
（
未
成
年
の
死
）
の
大
功
は
受
服
は
な
い
。
ま
た
大
功
以
下
の
場
合
、
小
功
は
初
め
の
喪
服
の
ま
ま
で
、
緦

麻
は
葬
を
終
え
て
喪
服
を
除
く
と
な
っ
て
い
る
（
谷
田
孝
之
『
中
国
古
代
喪
服
の
基
礎
的
研
究
』、
風
間
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
三
三
二
頁
参
照
）。

（
5
） 
筆
者
の
江
戸
時
代
服
忌
令
に
関
す
る
理
解
は
、
林
由
紀
子
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』（
清
文
堂
、
一
九
九
八
年
）

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
6
） 

一
年
の
喪
に
つ
い
て
、
象
山
は
「
期
は
一
年
を
い
ふ
。
即
ち
十
三
月
な
り
。
其
の
期
を
も
て
断
し
め
給
へ
り
し
源
を
た
づ
ぬ
る
に
、
天
地
す
で
に

易
り
、
四
時
す
で
に
徧
く
、
凡
そ
天
地
の
あ
ひ
だ
に
在
る
も
の
更
始
せ
ざ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
哀
戚
の
心
に
感
じ
ぬ
る
も
の
も
、
少
し
く
衰
ふ
る
こ

と
な
き
こ
と
能
は
ざ
る
の
故
と
ぞ
聞
え
し
。」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
7
） 

「
假
寧
令
」
で
は
「
凡
職
事
官
、
遭　
二

父
母
喪　
一

並
解
官
。
自
餘
皆
給　
レ

假
。
夫
及
祖
父
母
、
養
父
母
、
外
祖
父
母
、
三
十
日
。
三
月
服
、
廿
日
。
一

月
服
、
十
日
。
七
日
服
、
三
日
。」（
會
田
範
治
著
『
註
解
養
老
令
』、
有
信
堂
、
一
九
六
四
年
、
一
一
六
二
頁
）
と
な
っ
て
お
り
、「
葬
喪
令
」
で
は

「
凡
服
紀
者
、
為　
レ

君
、
父
母
及
夫
、
本
主
、
一
年
。
祖
父
母
、
養
父
母
、
五
月
。
曾
祖
父
母
、
外
祖
父
母
、
伯
叔
父
姑
、
妻
、
兄
弟
姉
妹
、
夫
之
父

母
、
嫡
子
、
三
月
。
高
祖
父
母
、
舅
、
姨
、
嫡
母
、
継
母
、
継
父
同
居
、
異
父
兄
弟
姉
妹
、
衆
子
、
嫡
孫
、
一
月
。
衆
孫
、
従
父
兄
弟
姉
妹
、
兄
弟

子
、
七
日
。」（
前
掲
『
註
解
養
老
令
』、
一
一
九
一
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
8
） 

こ
の
分
類
方
法
は
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
基
づ
く
。

（
9
） 

「
遺
跡
相
続
或
ハ
分
地
配
当
之
養
子
ハ
、
実
父
母
の
こ
と
く
、
同
姓
ニ
て
も
、
異
姓
ニ
て
も
、
養
方
之
親
類
実
の
こ
と
く
、
相
互
ニ
服
忌
可　
レ
受　
レ
之
、

実
方
之
親
類
ハ
、
父
母
ハ
定
式
之
服
忌
可　
レ
受　
レ
之
、
祖
父
母
伯
叔
父
姑
ハ
半
減
之
服
忌
可　
レ
受　
レ
之
、
兄
弟
姉
妹
ハ
相
互
ニ
半
減
之
服
忌
可　
レ
受　
レ
之
、
此

外
之
親
類
ハ
服
忌
無　
レ
之
。」（『
御
触
書
寛
保
集
成
』
十
七
「
忌
服
穢
等
之
部
」、
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
、
五
一
七
頁
）

と
な
る
。

（
10
） 

章
景
明
氏
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
五
服
制
度
で
は
女
子
子
が
出
嫁
す
れ
ば
父
の
宗
か
ら
外
れ
て
夫
の
宗
に
属
し
、
人
の
後
継
ぎ
と
な
っ
た
も
の
は
小

宗
の
支
子
が
出
て
大
宗
に
属
し
た
と
見
ら
れ
る
た
め
、
皆
本
服
よ
り
軽
い
服
を
受
け
る
（「
降
服
」）
こ
と
に
な
る
（
章
景
明
『
先
秦
喪
服
制
度
考
』、

本
田
二
朗
訳
、
角
川
書
店
、
一
九
七
四
年
、
五
七
頁
）。
ま
た
中
国
女
性
の
宗
へ
の
帰
属
に
対
し
て
、
滋
賀
氏
は
「
自
然
的
な
意
味
に
お
い
て
は
」、「
父

の
宗
」
へ
の
帰
属
関
係
は
「
出
生
か
ら
死
亡
に
到
る
ま
で
終
生
変
る
こ
と
が
な
」
く
、
女
性
が
結
婚
後
も
「
自
己
の
生
家
の
姓
を
決
し
て
改
め
な
い
」

こ
と
に
よ
り
表
明
さ
れ
て
お
り
、
他
面
、「
社
会
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
女
性
は
婚
姻
に
よ
っ
て
夫
の
宗
の
者
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
滋
賀
氏

前
掲
書
二
〇
頁
）。
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（
11
） 

ほ
か
に
も
、
例
え
ば
象
山
は
服
忌
令
の
「
本
宗
五
服
の
親
そ
の
服
な
き
も
の
半
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
四
一
頁
）
に
至
る
こ
と
を
「
親
を
親
む
の

恩
」（
同
前
）
を
「
尽
く
せ
ず
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
四
二
頁
）
と
見
な
し
、
服
忌
令
の
嫡
子
服
忌
（
服
九
十
日
、
忌
二
十
日
）
に
対
し
て
「
甚
だ

軽
く
し
て
統
を
尊
ぶ
の
制
に
於
て
憾
む
る
所
あ
り
」（
同
前
）
と
見
な
し
、「
嫂
叔
の
服
な
き
も
別
を
示
す
の
教
を
表
す
る
に
足
ら
ず
」（
同
前
）
と
言
っ

て
五
服
制
度
「
名
」
の
原
則
に
違
背
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
12
） 
象
山
は
「
忌
」
と
「
假
」
と
の
違
い
を
説
明
す
る
際
に
だ
け
、「
神
道
家
の
神
祇
服
忌
令
と
い
ふ
も
の
に
、
假
の
字
を
あ
ら
い
み
と
訓
あ
り
。
元
禄

の
令
に
は
、
そ
を
拠
と
し
て
忌
の
字
を
用
ひ
ら
れ
し
こ
と
ゝ
見
ゆ
。
忌
の
字
よ
り
し
て
、
貴
人
の
前
に
穢
れ
を
忌
む
な
ど
の
説
は
出
で
来
し
も
の
な

り
」（『
私
説
』、「
成
服
」、
三
一
頁
）
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。

（
13
） 

前
掲
注
（
1
）「
時
政
に
関
す
る
幕
府
宛
上
書
稿
」、
三
〇
八
頁
。

袒

袒

袒

袒

袒

高
祖
父
母

三
月

曾
祖
父
母

族
曾
姑

族
姐
姑

従
姐
姑 族

兄
弟

族
姉
妹

族
姑

族
曾
祖
父

族
祖
父

族
祖
母

従
祖
祖
父

従
父
兄
弟

族
曾

祖
母

従
祖

従
祖

祖
母

祖
姑

三
月

祖
父

伯
叔
父

伯
叔
母

従
祖
父

従
祖
母

父
三
年

嫡
婦

衆
婦

衆
子

庶
孫

長
子

嫡
孫

曾
孫

己
杖
期

斬

大

期

緦

玄
孫

緦

期小緦

小

緦小

斉斉

斉

期 小
祖
母

斉

母

期

妻

斬 小期

期

緦

緦 緦

緦 緦

緦

大

小

姑

期

姉
妹

（
嫂
）

兄
弟

族
父

族
母

期
（
堂
）

（
姪
）

（
堂
姪
）

（
再
従
姪
）

（
堂
）

従
祖
兄
弟

従
祖
姉
妹

従
父
姉
妹

（
再
従
）

（
再
従
）

期 小 小 緦

緦

緦

緦期 大

大

大 小 小

袒

袒

袒

袒

緦

緦
（
堂
姪
孫
）

期 小

緦

（
姪
曾
孫
）

緦

（
姪
孫
）

小

斉 緦

︻
図
1　

服
忌
親
族
図
︼（
滋
賀
氏

と
林
氏
の
図
版
か
ら
添
付
作
成
）

単
線
は
出
生
関
係
、
横
の
複
線
は
配
偶

関
係
、
○
は
男
性
又
は
便
宜
男
女
を
併

せ
た
意
味
、
□
は
女
性
を
示
す
。
空
白

は
無
服
。　

図
1
は
筆
者
が
滋
賀
氏
が

『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
の
中
で
作
成
し

た
図
を
林
氏
が
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
』

の
中
で
引
用
し
た
も
の
に
基
づ
い
て
加

筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
原
図
の

中
国
の
五
服
服
忌
は
滋
賀
氏
、
点
線
部

分
の
幕
府
服
忌
令
は
林
氏
に
よ
る
。
こ

こ
で
は
象
山
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」
の

服
忌
範
囲
が
中
国
の
五
服
制
度
と
幕
府

服
忌
令
と
の
違
い
を
示
す
た
め
に
、
両

氏
の
図
を
借
用
し
た
。
表
示
す
る
際
に
、

象
山
が
新
た
に
取
り
入
れ
た
親
族
に
つ

い
て
だ
け
角
丸
四
角
形
で
示
し
、
点
線

部
分
の
幕
府
服
忌
令
親
族
範
囲
と
合
わ

せ
た
内
容
は
象
山
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」

の
親
族
範
囲
と
な
る
。
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︻
表
１　

服
忌
比
較
表
︼

令
（
養
老
令
）

幕
府
服
忌
令
（
元
禄
令
、
元
文
令
）

象
山
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」

服

假

親
族

服

忌

親
族

服

假

親
族

一
年

（
十
二
か
月
）

（
解
官
）

君
（
無
假
）

十
三
月

五
十
日

父
母
（
離
別
の
母
を
含
む
）

一
年

（
以
十
三
月　 

為
限
、
不 

計
閏
月
）　

五
十
日

君
天
子
諸
侯
卿
大
夫
有
地
者
皆
曰
君
。

父
母

嫡
母
妾
生
子
称
父
之
正
妻
。
旧
服
一
月
。
今
進
在
此
。

継
母
父
之
継
室
。
旧
服
一
月
。
今
進
在
此
。

本
主
其
文
学
家
令
等
不
在
此
限
。

嫡
孫
承
祖
者
為
祖
、
為
人
後
者
為
所
後
父
母

夫

父
母

三
十
日

夫

本
主

三
十
日

夫

五
月

祖
父
母

百
五
十
日

祖
父
母

養
父
母

養
父
母

三
十
日

夫
之
父
母

五
月

祖
父
母

養
父
母

夫
之
父
母
旧
服
三
月
。
今
進
在
此
。

出
妻
之
子
旧
服
一
年
。
今
降
在
此
。
出
妻
之
子
為
母
期
則
為
外

祖
父
母
無
服
。
出
妻
之
子
為
父
後
者
為
出
母
無
服
。

嫡
子
旧
服
三
月
。
今
進
在
此
。

妾
為
女
君
補

三
月

外
祖
父
母

九
十
日

二
十
日

母
方
祖
父
母

二
十
日

曽
祖
父
母

曽
祖
父
母

伯
叔
父
姑

伯
叔
父
姑

妻

妻

兄
弟
姉
妹

兄
弟
姉
妹

夫
之
父
母

嫡
子

三
月

二
十
日

外
祖
父
母

曽
祖
父
母

伯
叔
父
姑

妻兄
弟
姉
妹

継
父
同
居
者
不
同
居
者
無
服
。
旧
服
一
月
。
今
進
在
此
。

夫
之
養
父
母

衆
子
称
衆
子
者
不
論
男
女
。
旧
服
一
月
。
今
進
在
此
。

嫡
孫
旧
服
一
月
。
今
進
在
此
。

嫡
婦
補

庶
子
為
父
後
者
為
其
母
旧
服
一
年
。
今
降
在
此
。

一
月

十
日

高
祖
父
母

三
十
日

十
日

高
祖
父
母

舅　

姨

母
方
伯
叔
父
姑

嫡
母

嫡
母

継
母

継
父
母
（
不
同
居
無
服
）

継
父
同
居

異
父
兄
弟
姉
妹

異
父
兄
弟
姉
妹

末
子

衆
子

養
子

嫡
孫

嫡
孫
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令
（
養
老
令
）

幕
府
服
忌
令
（
元
禄
令
、
元
文
令
）

象
山
「
擬
請
訂
正
服
制
図
」

服

假

親
族

服

忌

親
族

服

假

親
族

七
日

三
日

衆
孫

従
父
兄
弟
姉
妹

兄
弟
子

七
日

三
日

末
孫

従
父
兄
弟
姉
妹

甥
姪

曽
孫

玄
孫

一
月

十
日

高
祖
父
母

従
祖
祖
父
補

従
祖
祖
姑
補

伯
叔
母
補

同
居
異
父
兄
弟
姉
妹

従
父
兄
弟
姉
妹
旧
服
七
日
。
今
進
在
此
。

養
子

衆
孫
称
衆
孫
者
。
不
論
男
女
。
旧
服
七
日
。
今
進
在
此
。

兄
弟
之
子
旧
服
七
日
。
今
進
在
此
。

母
之
兄
弟
姉
妹
即
舅
姨
。

庶
婦
補

夫
之
祖
父
母

嫡
孫
婦
補

七
日

三
日

族
曽
祖
父
補

、
族
祖
父
補

、
従
祖
父
補

、
従
祖

姑
出
嫁
無
服
。
補

、
族
父
補

、
族
姑
出
嫁
無
服
。
補

、
従
祖

昆
弟
補

、
従
祖
姉
妹
出
嫁
無
服
。
補

、
族
昆
弟
補

、
族

姉
妹
出
嫁
無
服
。
補

、
従
祖
昆
弟
之
子
補

、
従
父
昆

弟
之
子
補

、
従
父
昆
弟
之
孫
補

、
兄
弟
之
孫
補

、

兄
弟
之
曽
孫
補

、
曽
孫
、
玄
孫
、
外
孫
、
不

同
居
異
父
兄
弟
姉
妹
補

、
姑
之
子
、
姉
妹
之

子
、
舅
之
子
、
姨
之
子
、
従
祖
祖
母
補

、
庶

母
謂
父
有
子
妾
。
補

、
従
父
昆
弟
之
妻
、
昆
弟
子
婦

補

、
孫
婦
補

、
夫
之
曽
祖
父
母
補

、
夫
之
諸
祖

父
補

、
夫
之
諸
祖
姑
出
嫁
無
服
。
補

、
夫
之
伯
叔
父

母
補

、
夫
之
姉
妹
補

、
娣
姒
婦
兄
弟
之
妻
相
名
。
補

、
夫

之
兄
弟
之
子
補

、
夫
之
兄
弟
之
子
婦
補

、
妻
之

父
母
補


